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ご  あ  い  さ  つ

　「歯と口腔の健康」は、乳幼児期から成人期、高齢期に至るまで、全てのライフステー
ジにおいて「健康で質の高い生活」を送るための基礎であるとともに、糖尿病をはじめと
する生活習慣病の予防にもつながることから、「からだ全体の健康」に深く関わるもので
あります。このため、むし歯や歯周病への対策はもとより、全身の健康との関連を考慮し
た「口腔機能の維持・向上」対策、「医科と歯科の連携」についても、積極的な取組みが
求められています。国においても、平成 29 年６月に策定された「経済財政運営と改革の
基本方針 2017」に、初めて「歯科保健医療の充実」について明記しており、健康寿命の
延伸に向けて、その役割は一層重要なものとなっております。
　こうした中、本県では、平成 24 年２月、県議会からのご提案による「笑顔が踊るとく
しま歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定・施行を皮切りに、平成 25 年 3 月には「徳
島県歯科口腔保健推進計画～笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり～」を策定、同年
11 月には「徳島県口腔保健支援センター」を設置して、推進体制を強化するとともに、
県歯科医師会の皆様との連携のもと、「歯と口腔の健康づくり」に関する普及・啓発をは
じめ、様々な施策を進めて参りました。
　この度、前計画が最終年度を迎えたことから、これまでの取組みによる成果や課題を踏
まえ、「歯と口腔の健康づくり」の一層の加速に向けて、平成 30 年度から６年間の計画と
して改定することといたしました。
　今後、新しい計画に基づき、「歯と口腔の健康づくり」を着実に推進し、誰もが笑顔で
幸せを実感できる「生涯健康とくしまづくり」の実現を目指して参りますので、皆様には、
なお一層のご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　結びに、本計画の改定にあたり、ご審議を賜りました「徳島県健康対策審議会」の委員
各位をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました県民の皆様に、心から感謝を申し上
げます。

　　　　  平成 30 年３月 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県知事　飯　泉　　嘉　門　
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　歯と口腔の健康は、乳幼児期や学齢期においては健全な成長を促進するための大切な要素であり、
成人期や高齢期においては健康な生活を送るための基礎となるほか、糖尿病をはじめとする生活習慣
病の予防にもつながることから、全身の健康と深い関わりがあります。また、「経済財政運営と改革の
基本方針 2017」において、歯科保健医療の充実が明記されるなど、歯と口腔の健康はますます重要と
なっています。
　本県では、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯に
わたる健康の保持増進に寄与することを目的として、「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進
条例」が平成 24 年２月 29 日に公布・施行されました。
　この条例第９条において、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針や目標、施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項を定めた計画を策定することとしています。
　本県において、これまでの取組を踏まえながら、歯と口腔の健康づくりの推進を図るため計画を改
定しました。
　なお、改定においては、前「徳島県歯科口腔保健推進計画」の基本理念、基本方針を継承すること
とし、前計画の進捗状況に応じた見直しを行うとともに、さらに現状を踏まえた取組を推進すること
とします。

　平成 23 年８月 10 日に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」第 13 条に基づき、都道府県
における、歯科口腔保健の推進に関する施策の総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本
的事項として定めます。
　また、「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例」第９条に基づき、歯と口腔の健康づく
りの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画とします。
　さらに、健康増進法に基づく「徳島県健康増進計画」や医療法に基づく「徳島県保健医療計画」等
の関連する県の計画との調和を図るものとします。

　計画の期間は、平成 30 年度（2018 年度）を初年度とし、平成 35 年度（2023 年度）までの６年間と
します。

第 1章　計画の基本的な考え方

１　計画改定の趣旨

2　計画の位置づけ

３　計画の期間
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（１）妊娠期

　市町村が実施している母親教室への参加者数の減少もあり、母親教室等における歯科保健指導を実
施している市町村数は、平成 29 年度現在、24 市町村中 11 市町という状況にあります。
　生涯にわたる歯と口腔の健康づくりは胎児期から始まり、乳幼児期での対応が子どもの健全な成長
に大きく影響するため、妊娠期にある母親に対し、歯科疾患予防の重要性を周知する必要があります。

（２）乳幼児期

　３歳児でのう蝕のない者の割合は、75.6％（平成 27 年度）となっており、全国平均（83.0％）より低
く推移しています。また、１人平均う歯（むし歯）数は 0.78 歯となっており、全国平均（0.58 歯）よ
り悪い状況にあります。
　また、３歳児での不正咬合等が認められる者の割合は、20.2％（平成 27 年度）となっており、全国
平均（12.3％）を大きく上回っています。

第 2章　歯と口腔の健康づくりの現状と課題

１　う蝕（むし歯）と歯周病の罹患状況

資料：「３歳児歯科健康診査」厚生労働省（～ H26）
　　　「地域保健・健康増進事業報告」厚生労働省（H27）

【 ３ 歳児でのう蝕のない者の割合】
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（３）学齢期

　12 歳児でのう蝕のない者の割合は、54.8％（平成 28 年度）となっており、全国平均（64.5％）を下
回る状況にあります。
　また、中学生（12 歳児）における歯肉に炎症所見を有する者の割合は、6.3％（平成 28 年度）とな
っており、全国平均（4.1％）を上回る状況にあります。一方、高校生（17 歳児）における歯肉に炎症
所見を有する者の割合は、4.1％となっており、全国平均（4.8％）を下回っています。

資料：「３歳児歯科健康診査」厚生労働省（～ H26）
　　　「地域保健・健康増進事業報告」厚生労働省（H27）

資料：「３歳児歯科健康診査」厚生労働省（～ H26）
　　　「地域保健・健康増進事業報告」厚生労働省（H27）

【 3 歳児での 1 人平均う歯数】
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【 3 歳児での不正咬合等が認められる者の割合】
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資料：「学校保健統計調査」文部科学省
　　　「学校保健統計調査」徳島県（H28）

資料：「学校保健統計調査」文部科学省

資料：「学校保健統計調査」文部科学省

【高校生（17 歳児）における歯肉に炎症所見を有する者の割合】

【12 歳児でのう蝕のない者の割合】
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【中学生（12 歳児）における歯肉に炎症所見を有する者の割合】

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

（％）

徳島県

全　国

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6.46.4 6.56.5
6.26.2

5.65.6 5.45.4
6.16.1

4.34.3

5.45.4
5.05.0

4.04.0

6.36.3

5.15.1
4.54.5

5.35.3
4.44.4 4.64.6

4.14.1
3.63.6

3.93.9 3.83.8 4.04.0 4.14.1

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

（％）

徳島県

全　国

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

5.55.5 5.65.6
6.26.2

5.55.5 5.45.4 5.25.2
5.75.7

5.15.1
4.64.6

5.05.0 4.84.8

2.72.7

4.84.8

3.43.4

4.54.5
3.73.7

3.33.3 3.03.0 3.23.2

2.22.2
3.33.3

4.14.1

− 4 − − 5 −



（４）成人期

　進行した歯周炎を有する者の割合は、40 歳代では 51.0%（平成 28 年度）と、全国平均（平成 28 年：
44.7%）を大きく上回っており、同様に 50 歳代、60 歳代においても全国平均を上回っている状況にあり
ます。う蝕や歯周病を治療せずに放置している者が全国平均に比べて多く、治療を促す必要があります。
　糖尿病と歯周病は関連が指摘されており、糖尿病死亡率が高い状態が続いている本県においては、
歯周病の進行を抑えることが、糖尿病のコントロールの観点からも重要となっています。
　一方、60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合は、平成 22 年度より 17.1 ポイント増加し、
76.4％（平成 28 年度）となっており、全国平均（平成 28 年：74.4％）を上回っています。

（５）高齢期

　80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合については、36.7％（平成 28 年度）で、平成 22 年度
より 12 ポイント増加しましたが、依然として全国平均（平成 28 年：51.2％）と比べ低い状況になって
います。
　また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設における口腔機能の維持管理体制を整備している事
業所の割合は、平成 24 年度より 9.1 ポイント増加し、全事業所の 61.1％（平成 29 年５月現在、口腔機
能維持管理体制加算の算定状況調査）となっています。

44.7％

50.7％

59.4％

32.9％

33.6％

74.4％

51.0％

70.1％

59.6％

43.1％

33.1％

76.4％

40 歳代における進行した歯周炎を有する者

50 歳代における進行した歯周炎を有する者

60 歳代における進行した歯周炎を有する者

40 歳代の未処置歯を有する者

60 歳代の未処置歯を有する者

60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者

項　目 徳島県（H28） 全国平均（H28）

資料：徳島県「徳島県歯科保健実態調査」 全国平均「歯科疾患実態調査」厚生労働省

【60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合】

資料：「歯科疾患実態調査」厚生労働省資料：「徳島県歯科保健実態調査」徳島県
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２　歯と口腔に関する意識と行動の状況

　残存歯数の増加や施設等における取組状況から、口腔管理の必要性が、県民をはじめ、保健医療福
祉関係者に浸透しつつあるものの、十分とは言えない状況にあると考えられます。
　介護を要する高齢者にあっては、十分なセルフケアができないことから口腔内が不衛生になりやす
く、誤嚥性肺炎等を併発し生命の危機につながるため、口腔ケアを充実していく必要があります。ま
た、要介護高齢者や介護にあたる家族等の中には、訪問歯科診療の依頼の仕方がわからないといった
周知不足もあり、訪問歯科診療による歯科治療や口腔ケア等についての啓発を推進していく必要があ
ります。

（６）障がい者（児）

　障がい者（児）入所施設で定期的に歯科健診が実施されている事業所の割合は、平成 29 年度現在、
100.0％（障がい児入所施設及び障がい者支援施設歯科口腔保健状況調査）になっています。
　しかしながら、大学病院などの医療機関や心身障がい者歯科診療所では、障がい者（児）の歯科医
療が行われていますが、障がい者（児）の住む身近な地域で、障がい者（児）に対し、歯科健診や予防処置、
一般的な治療ができる歯科診療所は多いとは言えません。
　障がい者（児）に対し日常的に関わる保護者や障がい者（児）施設職員等が歯と口腔の健康に関す
る必要な知識と技術を得る機会は少ないと考えられます。

　平成 28 年県民健康栄養調査によると、「過去１年間に歯科健診を受診した人」は、全体の 52.5％と
なっており、県民に対する歯科健診の受診促進とともに、各ライフステージ等に応じた歯科保健医療
サービスの充実が課題となっています。
　また、平成 28 年度徳島県歯科保健実態調査によると、「喫煙が歯周病の進行を早めたり歯ぐきの回
復を阻害することを知っている」のは、全体の 61.3％となっており、「歯周病があると糖尿病が悪化す
ることがあるのを知っている」のは、全体の 57.3％となっています。さらに、喫煙と歯周病の関係や
歯周病と糖尿病の関係に対する知識を有する人の方が、80 歳で 20 歯以上、60 歳で 24 歯以上、自分の
歯を有する割合が高くなっています。このため、今後は、県民に対して、歯と口腔に関する正しい知
識についての啓発をより一層進めていく必要があります。

51.2％36.7％80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者

項　目 徳島県（H28） 全国平均（H28）

資料：徳島県「徳島県歯科保健実態調査」　全国平均「歯科疾患実態調査」厚生労働省

資料：「歯科疾患実態調査」厚生労働省資料：「徳島県歯科保健実態調査」徳島県

【80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合】
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３　歯と口腔の健康づくりを支援する社会資源の状況

　歯科医師数は、平成 28 年 12 月 31 日現在、818 人であり、そのうち医療施設に従事している者は
773 人、人口 10 万人あたり 103.1 人で全国第２位（全国平均：80.0 人）となっています。
　また、就業歯科衛生士数は、平成 28 年末現在、1,203 人、人口 10 万人あたり 160.4 人で全国第１
位（全国平均：97.6 人）となっています。
　就業歯科技工士数も、平成 28 年末現在、461 人、人口 10 万人あたり 61.5 人で全国第１位（全国
平均：27.3 人）となっています。
　さらに、医療施設数でみると、平成 28 年 10 月１日現在、歯科診療所数は 431 施設で、人口 10 万
人あたり 57.5 で全国第４位となっており、恵まれた医療資源を活用していく必要があります。

資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査」厚生労働省

資料：「衛生行政報告例」厚生労働省

【医療機関に従事する歯科医師数（人口 10 万対）】

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

徳島県

全　国

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

89.989.9

71.071.0

92.492.4

72.672.6

98.998.9

74.074.0

97.997.9

75.775.7

98.498.4

77.177.1

99.699.6

78.278.2

101.2101.2

79.479.4

103.1103.1

80.080.0

【就業歯科衛生士数（人口 10 万対）】

180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

徳島県

全　国

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

101.8101.8

57.557.5

108.5108.5

62.462.4

124.1124.1

68.068.0

127.5127.5

75.575.5

133.0133.0

80.680.6

137.1137.1

84.884.8

148.6148.6

91.591.5

160.4160.4

97.697.6
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4　前計画における目標の進捗状況と評価

　全体を通じ、改善傾向を示している項目（Ａ評価及びＢ評価）は全 22 項目中 14 項目（63.6％）でした。
一方、健康水準目標の６項目（27.3%）で悪化がみられました。

（1）全体評価

健康水準目標

行動目標

環境整備目標

合　　計

Ａ

３

１

１

５
（22.7%）

Ｂ

２

３

４

９
（40.9%）

Ｃ

１

０

１

２
（9.1%）

Ｄ

６

０

０

６
（27.3%）

Ｅ

０

０

０

０
（0%）

合計

１２

４

６

２２
 （100%）

資料：「衛生行政報告例」厚生労働省

資料：「医療施設調査」厚生労働省

Ａ　目標に達した　　Ｂ　目標に達していないが改善傾向にある　Ｃ　変わらない
Ｄ　悪化している　　Ｅ　現状値なし

項　目

【就業歯科技工士数（人口 10 万対）】

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

徳島県

全　国

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

49.949.9

28.928.9

48.748.7

27.927.9

48.448.4

27.527.5

49.949.9

27.727.7

48.548.5

27.727.7

56.656.6

27.127.1

58.058.0

27.127.1

61.561.5

27.327.3

【歯科診療所数（人口 10 万対）】

60.0

58.0

56.0

54.0

52.0

50.0

48.0

徳島県

全　国

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

53.853.8 54.054.0 54.454.4 55.055.0
56.056.0

54.554.5 54.654.6 54.954.9
55.855.8

56.556.5
57.557.5

52.752.7 53.153.1 53.153.1 53.453.4 53.453.4 53.353.3 53.753.7 54.054.0 54.054.0 54.154.1 54.354.3
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　乳幼児期～学齢期では、う蝕の状況について３歳児及び 12 歳児とも改善がみられた一方、歯肉炎の
状況について中学生及び高校生とも悪化しており、いずれも目標値には達しませんでした。
　また、成人期においては、う蝕、歯周炎の状況はいずれも悪化していました。
　一方で、60 歳で 24 歯以上、80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者はいずれも増加しており、目標
を達成しました。
　歯周炎の有病率の上昇や残存歯数の増加は、全国においても本県と同様の傾向であり、残存歯数の
増加が一因であると推測されます。今後、成人期の歯周病対策の取組をさらに推進し、良好な状態で
残存歯を保つことが課題となります。

（2）項目別評価

43.6%
（H22）
24.8%

（H22）
56.6%

（H22）
47.2%

（H22）

52.5%

36.3%

61.3%

57.3%

50%以上

40%以上

70.0%

70.0%

Ａ

B

B

B

県民健康栄養調査H28

県民健康栄養調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

【健康水準目標】

目　標　項　目 ベースライン 現状値 目標値 評価 現状値出典

72.8%
（H23）
51.6%

（H23）
6.1%

（H23）
3.3%

（H23）
42.6%

（H22）
36.2%

（H22）
50.0%

（H22）
28.6%

（H22）
54.8%

（H22）
59.3%

（H22）
24.7%

（H22）
21.8%

（H23）

75.6%

54.8%

6.3%

4.1%

51.0%

43.1%

70.1%

33.1%

59.6%

76.4%

36.7%

20.2%

80.0%

60.0%

 5.5%

 3.0%

36.0%

23.0%

45.0%

19.0%

53.0%

60.0%

30.0%

21.0%

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ａ

Ａ

Ａ

学校保健統計調査H28  

学校保健統計調査H28  

学校保健統計調査H28               

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

ベースライン 現状値 目標値 評価 現状値出典目　標　項　目

【行動目標】

過去１年間に歯科健診を受診した人の増加

３歳児でのう蝕のない者の増加

12歳児でのう蝕のない者の増加

中学生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

40歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

40歳代の未処置歯を有する者の減少

50歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

60歳代の未処置歯を有する者の減少

60歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の増加

80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の増加

3歳児での不正咬合等が認められる者の減少

デンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する人の
増加
喫煙が歯周病の進行を早めたり歯ぐきの回復
を阻害することを知っている人の増加
歯周病があると糖尿病が悪化することがある
のを知っている人の増加

地域保健・健康増進事
業報告H27            

地域保健・健康増進事
業報告H27            
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　行動目標では、すべての項目においてベースラインより改善がみられました。
　過去１年間に歯科健診を受診した人は増加し、目標を達成しました。また、歯間清掃具の使用率及
び歯周病と喫煙、糖尿病の関係についての認知度は向上していますが、目標値には達しませんでした。

　環境整備目標では、６項目中５項目でベースラインより改善がみられました。
　健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施している市町村数、介護予防事業で口腔機能向上関係のプ
ログラムを組んでいる市町村数及び在宅療養支援歯科診療所数並びに口腔機能の維持管理体制を整備
している事業所の割合は増加しましたが、目標値には達しませんでした。
　また、障がい者（児）入所施設ではすべての施設で定期的な歯科健診を実施しており、目標を達成
しました。

【環境整備目標】

11市町
（H23）
10市町

（H23）
12市町

（H23）
91か所

（H24）
52.0%

（H24）

96.9%
（H24）

11市町

 17市町

 13市町

188か所

61.1%

100.0%

24市町村

24市町村

24市町村

200か所

70.0%

100.0%

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

ベースライン 現状値 目標値 評価 現状値出典目　標　項　目

市町村歯科保健事業の
実施状況調査H29
市町村歯科保健事業の
実施状況調査H29
介護予防事業の市町村
実施状況調査H29
診療報酬施設基準
H29.10.3現在
口腔機能維持管理体制
加算の算定状況調査H29

母親教室等において歯科保健指導を実施して
いる市町村数の増加
健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施して
いる市町村数の増加
介護予防事業で口腔機能向上関係のプログラ
ムを組んでいる市町村数の増加

在宅療養支援歯科診療所数の増加

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設における口腔
機能の維持管理体制を整備している事業所割合の増加

障がい者（児）入所施設での定期的な歯科健
診実施率の増加

障がい児入所施設及び
障がい者支援施設歯科
口腔保健状況調査H29
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第 3章　目指す歯と口腔の健康づくりの方向

１　基本理念

2　基本方針

　歯と口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に果たす役割が重要であることから、県民一人一人
が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進します。
　また、県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までそれぞれの時期におい
て、適切かつ効果的な歯科保健医療サービスを受けることができるよう、様々な分野が連携・協力し、
県民の生涯にわたる健康の保持増進を図ります。

（１）ライフステージ等に応じた歯と口腔の健康づくりの推進

　県民一人一人が自らの歯と口腔の健康づくりに関心を持ち、歯科疾患の予防に向けた取組を行うと
ともに、歯科疾患の早期発見、早期治療を促進します。
　また、県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期にお
いて、適切かつ効果的な健診（健康診査及び健康診断を含む。）、保健指導、治療等の歯と口腔の保健
医療サービスを受けることができる環境整備を推進します。

（２）歯と口腔の健康づくり推進のための環境整備・連携推進

　保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策と連携し、総合的かつ計画的
に歯と口腔の健康づくりを推進します。
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第 4章　目標

１　健康水準目標

2　行動目標

３　環境整備目標

　

「県民が健康な歯と口腔を保ち、生涯にわたり健康で生き生きと暮らすことのできる徳島」
～歯と口腔の健康づくりで生涯健康とくしまの実現～を目指します。

　生涯にわたり、自分の歯を 20 歯以上保ち、よく噛んでおいしく食べることを目指します。

　県民一人一人が自分の歯と口腔に関心を持ち、歯と口腔の健康づくりのための正しい知識を得るとと
もに、定期的に歯科健診を受けることにより、歯科疾患の予防と口腔機能の維持増進を図ります。

　行政や歯科医師等、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育関係者、事業者及び医療保険者が連携
を図り、地域の特性に配慮しながら、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に適した歯科保健医
療サービスを県民に提供します。
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75.6%

0.78歯

54.8%

6.3%

4.1%

51.0%

43.1%

70.1%

33.1%

59.6%

76.4%

36.7%

20.2%

32.3%

52.5%

36.3%

61.3%

57.3%

60.1％

15市町

17市町

13市町

188か所 

61.1%

100.0%

90.0%

0.60歯

65.0%

4.5%

2.5%

30.0%

10.0%

40.0%

10.0%

50.0%

50.0%

20.0%

25.0%

60%以上

50%以上

80.0%

80.0%

70.0%

24市町村

24市町村

24市町村

300か所

100.0%

地域保健･健康増進事業報告H27

地域保健･健康増進事業報告H27

学校保健統計調査H28  

学校保健統計調査H28  

学校保健統計調査H28    

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

県歯科保健実態調査H28

地域保健･健康増進事業報告H27

県民健康栄養調査H28

県民健康栄養調査H28   

県民健康栄養調査H28  

県歯科保健実態調査H28  

県歯科保健実態調査H28               

県歯科保健実態調査H28               

市町村歯科保健事業の実施状況調査H29

市町村歯科保健事業の実施状況調査H29

介護予防事業の市町村実施状況調査H29

診療報酬施設基準 H29.10.3現在

３歳児でのう蝕のない者の増加

３歳児での１人平均う歯数の減少

12歳児でのう蝕のない者の増加

中学生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

40歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

40歳代の未処置歯を有する者の減少

50歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

60歳代の未処置歯を有する者の減少

60歳代における進行した歯周炎を有する者の減少

60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の増加

80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の増加

３歳児での不正咬合等が認められる者の減少

70歳以上で飲み込みにくさを自覚している者の減少

過去１年間に歯科健診を受診した人の増加

デンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する人の増加

歯周病があると糖尿病が悪化することがあるのを知っている人の増加

口の中を清潔にすることが肺炎予防につながることを知っている人の増加

妊婦対象の歯科保健事業や保健指導を実施している市町村数の増加

健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施している市町村数の増加

在宅療養支援歯科診療所数の増加

障がい者（児）入所施設での定期的な歯科健診実施率の増加

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

口腔機能維持管理体制加算の算定
状況調査H29
障がい児入所施設及び障がい者支
援施設歯科口腔保健状況調査H29

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設における口腔機能の
維持管理体制を整備している事業所割合の増加

介護予防事業で口腔機能向上関係のプログラムを組んでいる
市町村数の増加

喫煙が歯周病の進行を早めたり歯ぐきの回復を阻害することを
知っている人の増加

75%以上
を維持

100%を
維持

目標項目一覧

○印：国「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標項目

目標項目 現状値 現状値出典目標値
平成35年度

健康水準目標

行動目標

環境整備目標

− 12 − − 13 −



（1）妊娠期及び乳幼児期等の歯科保健対策

　生涯にわたる歯と口腔の健康づくりは、胎児期からはじまり、乳幼児期等の歯科保健は、生涯の健
康の保持増進に大きく影響することから、妊娠期及び乳幼児期等の歯科保健対策を推進します。

（2）歯周病対策

　歯周病は自覚症状に乏しく、歯の喪失にもつながること、また糖尿病をはじめとする全身の健康と
も深い関連があることから、全身の健康を意識した歯周病対策を推進します。

（3）地域連携の推進

　介護を要する高齢者や障がい者（児）、入院患者等が、入院時から退院後の在宅等での地域生活を含
め、切れ目のない口腔ケアを受けることができるよう、医科歯科連携を含む地域連携を推進します。

（1）ライフステージ等に応じた歯と口腔の健康づくりの推進

　歯と口腔の健康は、県民が健康で質の高い生活を送るための基礎であり、糖尿病をはじめとする生
活習慣病の予防につながる可能性があり、全身の健康と深い関わりがあります。
　そこで、ライフステージ別に障がい者（児）を加え、それぞれの歯科的特徴や健康水準等が全国平
均を下回っているという本県の課題に応じ、目標を設定し、歯と口腔の健康づくりに取り組みます。

① 妊娠期（妊婦、胎児）

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　妊婦は、ホルモン等内分泌機能の生理的変化、つわり等による不十分な歯磨き、間食回数の
　　　増加、生活習慣の変化等により、う蝕や歯周疾患が悪化しやすい傾向にあります。
　　○　胎児の歯の形成時期であり、健康な発育のためにバランスのとれた栄養摂取が必要となります。

　イ　施策
　　○　生涯にわたる歯と口腔の健康づくりは、胎児期から始まり、乳幼児期等の歯科保健は生涯の
　　　健康の保持増進に大きく影響することを周知します。
　　○　妊娠期の生理的変化・口腔内変化の知識を提供します。
　　○　妊婦に対し、自分の歯と口腔の健康を把握し、歯科健診や歯科保健指導を受けるよう普及啓
　　　発します。
　　○　乳幼児期のう蝕予防のため、妊婦自身だけでなく、生まれてくる子どもの歯の健康にも関心
　　　を持つよう情報提供します。
　　○　歯の萌出状態、子どもの発達に合った歯みがき法について情報提供します。
　　○　歯科医師等による歯科保健指導の機会の確保を図ります。

第 5章　歯と口腔の健康づくりの施策

１　重点的に取り組む項目

2　具体的施策

− 14 − − 15 −



　ウ　目標
　　○　妊婦対象の歯科保健事業や保健指導を実施している市町村数を増やします。

② 乳幼児期（０～５歳）

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　乳歯は、う蝕に対する抵抗性が低く、う蝕になりやすい傾向にあります。
　　○　乳歯は永久歯に比べ、エナメル質が薄く歯質も弱いため、いったんう蝕ができると早く進行
　　　します。
　　○　ほ乳瓶で甘味飲料やスポーツ飲料等を与えることや、長時間にわたる夜間授乳等は、う蝕の
　　　原因となるとともに、重症化につながります。
　　○　乳歯の萌出とともに食形態が変化します。乳幼児期は、基本的な口腔機能の発達に重要な時
　　　期です。
　　○　本県では、１歳６か月児・３歳児におけるう蝕のない者の割合は全国平均を下回る状況にあ
　　　ります。

　イ　施策
　　○　子どもの歯や口腔の健康を守るため、子どもや保護者に対し、望ましい生活習慣や適切な歯
　　　みがき方法を身に付けさせるよう普及します。
　　○　歯の萌出状態、子どもの発達等にあった仕上げみがき法、間食とう蝕の関係等についての情
　　　報提供を行うとともに、歯科医師等による歯科保健指導が受けられる機会の確保を図ります。
　　○　市町村に対し、１歳６か月児・３歳児歯科健康診査の後や、保育所や幼稚園での健診の後、
　　　保護者等に対し、特にう蝕が多発している者やう蝕が発生する危険性が高い者に対して重点的
　　　に適切な指導が行われるよう、歯科医師会等と連携し働きかけます。
　　○　幼児期以降のう蝕等を予防するため、デンタルフロスの適切な使用について普及啓発します。
　　○　歯科医療機関での相談のもと、フッ化物の使用や家庭でのフッ化物配合歯みがき剤の使用を
　　　行うよう普及啓発します。
　　○　口腔機能の発達に影響を及ぼす習癖等の普及啓発を図り、不正咬合の防止に努めます。

　ウ　目標
　　○　３歳児でのう蝕のない者を増やします。
　　○　３歳児での１人平均う歯数を減らします。
　　○　３歳児での不正咬合等が認められる者を減らします。

２４市町村１5 市町妊婦対象の歯科保健事業や保健指導を実施
している市町村数の増加

目標項目 現状値
（H29）

目標値
（H35）

− 14 − − 15 −



③ 学齢期（６～ 17 歳）

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　小学生は、乳歯から永久歯に生えかわる時期であり、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期に
　　　あたるため、萌出途上にある歯や、形態が複雑な大臼歯が混在しており、口腔清掃が難しくな
　　　り、う蝕発症リスクが高まります。
　　○　日常的な清掃不良が主な原因となるう蝕や歯肉炎が中高生から増加します。う蝕を治療しな
　　　いまま放置することが将来の歯の喪失につながるほか、学齢期からの歯肉炎が成人期の歯周病
　　　につながることがあります。
　　○　本県では、学齢期におけるう蝕のない者の割合が全国平均を下回る状況にあります。

　イ　施策
　　○　家庭、歯科医師等、保健医療福祉関係者、教育関係者等との連携を図り、適切なセルフケア
　　　やう蝕治療のための受療行動等、子どもが自らの歯と口腔の健康づくりに意欲的に取り組む意
　　　識を醸成し、機会の提供を図ります。
　　○　家庭、教育関係者と連携し、食育の視点から、子どもや保護者に対し、食に関する正しい知
　　　識と望ましい生活習慣を身につけることができるよう情報提供します。
　　○　教育関係者は、学校での歯科健康診断において、う蝕や歯周疾患の予防、早期発見・早期治
　　　療を推進し、診断結果をふまえ、子どもや保護者に対し、歯科医師等による適切な治療や保健
　　　指導を受けるよう指導します。　
　　○　歯科医療機関での相談のもと、フッ化物の使用や家庭でのフッ化物配合歯みがき剤の使用を
　　　行うよう普及します。
　　○　学齢期の歯と口腔の健康づくりの取組が、妊娠期、成人期及び高齢期等の将来の歯と口腔の
　　　健康のためにも重要であることを周知します。

　ウ　目標
　　○　12 歳児でのう蝕のない者を増やします。
　　○　中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者を減らします。

90.0％75.6％３歳児でのう蝕のない者の増加

0.60 歯0.78 歯３歳児での１人平均う歯数の減少

20.0％20.2％３歳児での不正咬合等が認められる者の減少

目標項目 現状値
（H27）

目標値
（H35）

65.0％54.8％12 歳児でのう蝕のない者の増加

4.5％6.3％中学生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

2.5％4.1％高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35）

− 16 − − 17 −



④ 成人期（18 ～ 64 歳）

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　成人期には歯周病の増加がみられますが、自覚症状に乏しく、症状が出て受診した時にはか
　　　なり進行してる場合が少なくありません。
　　○　喫煙や糖尿病は歯周病を悪化させ、歯周病は糖尿病を悪化させる可能性があります。
　　○　成人期以降、初発のう蝕が少なくなるものの、二次う蝕が増加します。二次う蝕は、気づく
　　　のが遅れ、受診時には抜歯になることも少なくありません。
　　○　本県では、進行した歯周炎を有する者の割合や未処置歯を有する者の割合が全国平均を上回
　　　る状況にあります。

　イ　施策
　　○　う蝕や二次う蝕、歯周病の予防のために、ブラッシングやデンタルフロス、歯間ブラシ等の
　　　使用など適切なセルフケアを普及啓発します。
　　○　う蝕や二次う蝕、歯周病の早期発見・早期治療のために、セルフケアに加え、定期的な歯科
　　　健診の受診とともに、歯科専門職によるケアの重要性を普及啓発します。
　　○　かかりつけ歯科医をもつことの重要性を啓発します。
　　○　喫煙、糖尿病等の生活習慣病と歯周病の関わりを普及啓発するとともに、喫煙者の禁煙支援
　　　を推進します。
　　○　本県は糖尿病死亡率が高く、糖尿病の予防を意識した歯周病対策を実施します。
　　○　糖尿病患者に対し歯周病の治療が適切に行われるよう、また、歯周病の治療を通じて糖尿病
　　　の重症化を予防するなど、医科歯科連携を推進します。
　　○　定期的な歯科健診受診のきっかけとなるよう、市町村における健康増進法に基づく歯周疾患
　　　検診等の実施を促進します。
　　○　事業者に対し、労働者が歯科健診や歯の健康教育・健康相談を受ける機会の提供を推進し
　　　ます。
　　○　医療保険者に対し、被保険者が歯科健診や歯の健康教育・健康相談を受ける機会の提供を推
　　　進します。

　ウ　目標
　　○　40 歳代、50 歳代、60 歳代における進行した歯周炎を有する者を減らします。
　　○　40 歳代、60 歳代の未処置歯を有する者を減らします。
　　○　60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者を増やします。
　　○　過去１年間に歯科健診を受診した人を増やします。
　　○　デンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する人を増やします。
　　○　喫煙が歯周病の進行を早めたり歯ぐきの回復を阻害することや、歯周病があると糖尿病が悪
　　　化することがあるのを知っている人を増やします。
　　○　健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施している市町村数を増やします。

30.0％51.0％40 歳代における進行した歯周炎を有する者の
減少

10.0％43.1％40 歳代の未処置歯を有する者の減少

40.0％70.1％50 歳代における進行した歯周炎を有する者の
減少

10.0％33.1％60 歳代の未処置歯を有する者の減少

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35）

− 16 − − 17 −



⑤ 高齢期（65 歳以上）

【高齢者】

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　重度の歯周炎や二次う蝕により、歯の喪失が増加するとともに、義歯の使用者が増加します。
　　○　歯周病の進行による根面露出により、歯根面う蝕が増加します。
　　○　加齢、内服薬の副作用、全身疾患等による唾液分泌が低下するとともに、う蝕や歯周病が増
　　　加します。
　　○　オーラルフレイル（咀嚼・嚥下機能など口腔機能の軽微な低下）が食事や会話にも影響し、
　　　低栄養や筋肉量の減少、運動機能の低下等につながったり生活の質の低下を招いたりすること
　　　があります。
　　○　加齢や疾患の進行により、味覚障害や嚥下障害などが目立ってきます。 　
　　○　嚥下機能の低下により、口腔内細菌を含む唾液等を誤嚥することで、誤嚥性肺炎のリスクが
　　　増加します。
　　○　本県では、80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合が全国平均を下回る状況にあります。

　イ　施策
　　○　定期的な歯科健診の必要性やかかりつけ歯科医を持つことを啓発します。
　　○　歯と口腔の健康と全身の健康との関わりや、喫煙、糖尿病等の生活習慣病と歯周病の関わり
　　　を普及啓発します。
　　○　口腔機能の低下を防ぐため、オーラルフレイルについて啓発を行うとともに、適切な歯と口
　　　腔の清掃や運動の必要性を普及します。
　　○　糖尿病患者に対し歯周病の治療が適切に行われるよう、また、歯周病の治療を通じて糖尿病
　　　の重症化を予防するなど、医科歯科連携を推進します。
　　○　口腔内を清潔にすることが肺炎予防の点からも重要であることを啓発します。

　ウ　目標
　　○　70 歳以上で飲み込みにくさを自覚している者を減らします。
　　○　80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者を増やします。
　　○　口の中を清潔にすることが肺炎予防につながることを知っている人を増やします。

50.0％59.6％

75％以上を維持76.4％

60％以上52.5％過去１年間に歯科健診を受診した人の増加

50％以上36.3％

80.0％61.3％

80.0％57.3％

24 市町村17 市町（H29）

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35）

60 歳代における進行した歯周炎を有する者の
減少

60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の増加

デンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する人の
増加
喫煙が歯周病の進行を早めたり歯ぐきの回復
を阻害することを知っている人の増加
歯周病があると糖尿病が悪化することがある
のを知っている人の増加
健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施して
いる市町村数の増加

− 18 − − 19 −



【介護を要する高齢者】

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　自らの口腔清掃が困難となっている場合が多くあります。口腔内が不衛生になりやすいため、
　　　誤嚥性肺炎等を併発し、生命の危機につながることがあります。
　　○　加齢、全身疾患、薬の副作用等により、唾液分泌量が減少して、食事や会話に支障をきたす
　　　ことがあります。
　　○　咀嚼・嚥下機能の低下は、低栄養、水分摂取の不足を生じやすく、体力・気力の低下につな
　　　がります。
　　○　摂食・嚥下機能の低下により経口摂取が困難になる人もいます。　　    　
　　○　義歯の汚れ、不適合のまま装着されていたり、歯科疾患の治療がなされないまま放置されて
　　　いることがあります。
　　○　本県では、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設における口腔機能の維持管理体制を整備
　　　している事業所割合は、全体の６割程度です。

　イ　施策
　　○　口腔機能が低下している高齢者に対し、誤嚥性肺炎予防を意識した口腔ケアの重要性を啓発
　　　します。
　　○　口腔内の状態を良好に維持するため、歯科医師会等と連携し、本人、家族及び保健医療福祉
　　　関係者等に対し、日常的な口腔ケアの必要性を周知するとともに、口腔ケアの実施方法等を普
　　　及します。
　　○　誤嚥性肺炎の予防や口腔機能の向上のため、歯科専門職である歯科医師、歯科衛生士による
　　　定期的な口腔ケアを実施するよう普及します。
　　○　身近なところで歯科保健医療サービスを受けられるよう、在宅歯科医療に従事する歯科医師、
　　　歯科衛生士の資質の向上を図ります。
　　○　介護保険法に基づく歯科医師、歯科衛生士による居宅療養管理指導、訪問歯科診療の利用方
　　　法等を普及します。
　　○　入院患者等が、入院時から退院後の在宅等での地域生活を含め、切れ目のない口腔ケアを受
　　　けることができるよう、医科歯科連携を含む地域連携を推進します。　

　ウ　目標
　　○　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設における口腔機能の維持管理体制を整備している事
　　　業所割合を増やします。
　　○　介護予防事業で口腔機能向上関係のプログラムを組んでいる市町村数を増やします。
　　○　在宅療養支援歯科診療所数を増やします。

25.0%

50.0％

70.0％

32.3%

36.7％

60.1％

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35）

70 歳以上で飲み込みにくさを自覚している者
の減少

80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の増加

口の中を清潔にすることが肺炎予防につなが
ることを知っている人の増加
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⑥ 障がい者（児）

　ア　歯科的特徴と問題点
　　○　障がいがある人は、歯みがきが困難であったり、薬の副作用で唾液量が減少したりするため、
　　　自浄作用が低下することにより、う蝕や歯周炎を発症しやすく、また重症化しやすい傾向にあ
　　　ります。
　　○　感覚過敏や不随意運動等により、口腔ケアや治療が困難になる場合があります。
　　○　口腔内の汚れは味覚の低下、歯肉炎や口内炎の原因となり、食べ物が患部にふれることで痛
　　　みを感じ、食事に影響することもあります。
　　○　過度の食いしばりや歯ぎしりによりかみ合わせ部分がすり減ったり、歯並びが悪くなったり
　　　することがあります。

　イ　施策
　　○　う蝕や歯周病等を予防するため、歯科健診の重要性を啓発します。
　　○　歯科医師会等と連携し、障がいの状態に応じた日常的な口腔ケアの実施方法を保護者及び障
　　　がい者（児）施設関係者等に対し普及するとともに、障がい者（児）の歯科疾患の予防、早期
　　　発見のための体制づくりを推進します。
　　○　障がい者（児）が身近なところで、歯科健診、予防処置、簡単な治療が受けられるよう、地
　　　域の歯科医療機関の協力体制の整備を図ります。
　　○　教育関係者は、特別支援学校・学級の児童生徒に対し口腔管理指導等を実施できるよう健康
　　　教育を実施します。

　ウ　目標
　　○　障がい者（児）入所施設での定期的な歯科健診実施率を増やします。

100.0％

24 市町村

300 か所

61.1％

13 市町

188 か所

目標項目 現状値
（H29）

目標値
（H35）

100％を維持100.0％

目標項目 現状値
（H29）

目標値
（H35）

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に
おける口腔機能の維持管理体制を整備してい
る事業所割合の増加

介護予防事業で口腔機能向上関係のプログラ
ムを組んでいる市町村数の増加

障がい者（児）入所施設での定期的な歯科
健診実施率の増加

在宅療養支援歯科診療所数の増加
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（2）歯と口腔の健康づくり推進のための環境整備・連携推進

① 歯と口腔の健康づくりに携わる人材の確保及び資質の向上

　（ア）行政機関等に従事する歯科医師等の配置促進

　　○　市町村や介護保険施設、高齢者福祉施設、障がい者（児）施設等において、歯科専門職であ
　　　る歯科医師、歯科衛生士の配置により、地域における歯科保健医療対策の充実が期待されてい
　　　ます。

　　○　介護保険施設、高齢者福祉施設、障がい者（児）施設等への歯科専門職の関与により、誤嚥
　　　性肺炎予防、口腔機能向上等、高齢者や介護を要する者のQOLの向上にもつながります。

　（イ）歯科医師等・保健医療等業務従事者への研修の充実

　　○　口腔保健支援センターを核として、歯科医師、歯科衛生士等の歯科専門職、並びに、医師、　
　　　看護師、保健師、介護従事者などに対する研修の実施及び研修情報の提供体制の充実を図ります。

②関係機関の連携推進及び情報の共有と活用

　（ア）関係機関の連携推進

　　○　乳幼児から高齢者、障がい者（児）などすべての県民が、適切な時期に適切な歯科保健医療
　　　サービスを受けるためには、保健医療、教育、社会福祉、労働衛生関係者の連携や体制づくり、
　　　環境整備が必要となります。

　　○　歯科保健医療における課題を地域の課題としてとらえ、共通の目標を持ち、その課題の解決
　　　に向けて、県や市町村、歯科保健医療に携わる各関係機関、多職種が連携し、総合的に歯科保
　　　健医療対策に取り組む必要があります。

　　○　市町村が実施する母子保健活動（乳幼児健康診査、保健指導、母親教室等）及び成人歯科保
　　　健活動（歯周疾患検診、健康教室及び健康相談事業、特定保健指導等）において、歯科医師会、
　　　歯科衛生士会のほか各関係機関と連携し、地域の実情に応じた事業の取組を推進します。
　　　　　
　　○　歯科口腔保健を通じた食育の取組について、乳幼児期においては歯・口腔機能の発達状況に
　　　応じた支援、成人期においては食べる速さ等の食べ方に着目した支援、高齢期においては口腔
　　　機能の低下による生活の質の低下を防ぐ支援など、栄養士会や食生活改善推進員等と情報共有
　　　し、各ライフステージ等に応じ地域や学校、事業所、施設等の活動の中で推進します。

　　○　事業所における歯と口腔の健康づくりの取組を進めるため、事業者と医療保険者、労働衛生
　　　関係者、歯科医師会、歯科衛生士会、保健関係者が連携し、歯科健診の勧奨や健康教育などの
　　　歯科保健対策を推進します。

− 20 − − 21 −



　　○　糖尿病と歯周病との相互関係、誤嚥性肺炎と口腔ケアの関係、薬物治療に伴う口腔へのさま
　　　ざまな副作用の出現等が報告されています。また、がん治療においては、周術期をはじめ化学
　　　療法や放射線療法時の口腔管理が重要となっています。このように、口腔と全身の健康につい
　　　て広く指摘されていることから、医科と歯科が連携を図り、疾患の予防や早期発見・早期治療
　　　を推進します。
 　
　　○　入院から退院後、在宅等での地域生活においても、切れ目のない口腔ケアを受けることがで
　　　きるよう、医科と歯科、病院と診療所等の地域連携を推進します。

　　○　介護の必要な高齢者が口腔機能を維持・向上するために、市町村、歯科医師会、歯科衛生士会、
　　　保健医療、社会福祉関係者が連携して歯科保健対策を推進します。

　　○　障がい者（児）が、障がいに応じた口腔ケアの自立や生涯を通じ定期的に歯科健診や歯科保
　　　健指導を受けられるようにするため、市町村、歯科医師会、歯科衛生士会、保健医療、教育、　
　　　社会福祉関係者が連携し、歯科保健医療サービスが受けられる体制づくりに取り組みます。

　　○　保護者の育児態度が、子どもの口腔内の状態に反映されることから、児童虐待防止の意識を
　　　持って、市町村、歯科医師等、保健医療、教育関係者が連携し、子どもの歯と口腔の健康づく
　　　りへの対応を推進します。

　　○　無歯科医地区などへき地における県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、地元市町村、
　　　地域の歯科医療機関、県・地域歯科医師会と連携します。

　　○　災害時において、県民の口腔機能の維持を通じて全身の健康の保持を図るため、市町村、歯
　　　科医師会、歯科衛生士会、保健医療、社会福祉関係者が連携するとともに、情報共有を図ります。

　（イ）情報の収集及び提供

　　○　定期的に県民の歯科疾患等の調査を実施することにより、データを収集・分析し、結果を公
　　　表します。

　　○　80 歳で 20 歯以上の自分の歯を保とうという「8020 運動」を推進します。

　　○　「歯と口の健康週間」を周知します。
　　
　　○　あらゆる機会をとらえ、歯と口腔の健康が全身の健康と深い関わりがあることや、糖尿病と
　　　歯周病の関係など、歯と口腔の健康づくりに関する知識を県民に普及啓発します。
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　全身の健康の保持増進のためには、すべての県民がそのライフステージに応じて、自ら歯と口腔の
健康づくりに取り組むことが重要です。
　県民が適切な歯科保健医療サービスを受けられるようにするためには、歯と口腔の健康づくりに関
係する者及び団体等が、それぞれの役割を果たすとともに、相互に連携して取組を進めていくことが
必要です。
　この計画の推進にあたっては、計画・実行・評価・改善をしながら、効果的かつ着実に進めていき
ます。

（1）県の役割

　県は、県民の生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを推進するため、県の基本計画を策定し、 歯と口腔
の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

（2）市町村の役割

　市町村は、乳幼児歯科健康診査、健康教育、歯周疾患検診など、乳幼児期から成人期までの一貫し
た歯科保健サービスを実施していることから、地域住民の歯と口腔の健康づくりに取り組みます。

（3）歯科医師等の役割

　歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者及び団
体は、保健医療福祉関係者、教育関係者、事業者、医療保険者と連携し、良質かつ適切な歯科保健医
療サービスを提供するとともに、県や市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に
協力するよう努める必要があります。
　また、歯科医師等は、地域住民の歯と口腔の健康づくりに取り組むため、研修等に参加し、資質の
向上に努めます。

（4）保健医療福祉関係者の役割

　保健、医療、社会福祉、労働衛生その他の歯と口腔の健康づくりに関連する分野に従事する者は、
歯と口腔の健康づくりに関する知識を得て、歯と口腔の健康づくりの推進に努めます。

（5）教育関係者の役割

　児童・生徒・学生が、基本的生活習慣や口腔のセルフチェックとセルフケアの技術と習慣を身につ
けることなどが大切です。教諭、養護教諭、栄養教諭、PTA 等の教育関係者は、保健医療福祉関係者
等の協力を得て、教育の場における児童、生徒、学生の歯と口腔の健康づくりの取組に努めます。

第 6章　計画の推進

１　計画の推進体制

2　関係者・団体等の役割
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（6）事業者及び医療保険者の役割

　事業者は、事業所で雇用する従業員の歯科健診及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の歯と
口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めます。
　また、医療保険者は、被保険者の歯科健診及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の歯と口腔
の健康づくりに関する取組を推進するよう努めます。

（7）県民の役割

　県民は、歯と口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことを認識し、生涯
にわたる自らの歯と口腔の健康づくりのために、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め
るよう努めます。
　また、県、市町村、歯科医師等、事業者及び医療保険者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組
に積極的に参加し、歯科医師等の支援等を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう
努めます。
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参 考 資 料
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【あ行】

　●笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例
　　　平成 24 年 2 月 29 日に公布・施行された、本県の条例です。行政、関係者（団体）、県民がそれ
　　ぞれの役割を担い、お互いに連携・協力し、歯と口腔の健康づくりを推進することを目的として
　　います。

　●永久歯
　　　６・７歳頃から生えはじめる大人の歯のことであり、28 本あります。親しらずを含めると 32 本
　　になります。

　●嚥下（えんげ）
　　　飲食物や唾液を飲み込むことです。

　●オーラルフレイル
　　　加齢による口腔機能の低下により、「食べる」「話す」などの機能が低下することです。その結
　　果、心身の活力が低下し、生活機能障害、要介護状態等の危険性が高くなることもあります。

【か行】

　●介護保険施設
　　　介護保険の被保険者である利用者にサービスを提供できる施設で、介護老人保健施設、介護老
　　人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護療養型医療施設の 3 種類に分けられます。

　●かかりつけ歯科医
　　　歯の健診、相談、治療など歯と口腔の健康を日常的に支援してくれる身近な地域に密着した歯
　　科医師、歯科医療機関のことです。

　●ＱＯＬ（きゅーおーえる）
　　　クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）の略語です。日本語では、「生活の質」と訳され
　　ます。

　●義歯（ぎし）
　　　入れ歯のことです。

　●居宅療養管理指導
　　　介護保険制度において、居宅及び居住系施設等で、歯科医師及び歯科医師の指示を受けた歯科
　　衛生士等による口腔内の清掃、または入れ歯の清掃等に関する指導が受けられるサービスのこと
　　です。

　●健康増進計画
　　　県民の健康づくり運動を総合的に推進するために、糖尿病やがんなどの生活習慣病ごとの目標
　　を設定したり、健康づくりのための基本的な方向を示した、健康増進法に基づく計画です。
　　　本県では、「健康徳島２１」として、平成 13 年３月に策定され、平成 20 年３月・平成 25 年３
　　月の改定を経て、平成 29 年度までの計画となっていましたが、平成 30 年３月に新たに改定され、
　　平成 35 年度までの計画となっています。

1　用語解説
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　●口腔機能向上
　　　咀嚼（そしゃく：ものをかみ砕く）、嚥下、発音などの機能のほかにも、いろいろな役割がある
　　口腔の機能を維持・改善することです。

　●口腔ケア
　　　口腔の疾病予防、健康保持・増進、リハビリテーションにより、生活の質の向上を目指すケア
　　の総称のことです。

　●誤嚥（ごえん）
　　　本来食道に入るべき飲食物や唾液が誤って気道（肺）に入ってしまうことです。

　●誤嚥性肺炎
　　　誤嚥により、細菌や食べ物が唾液や胃液とともに肺に流れ込んでおこる肺炎のことで、嚥下機
　　能が衰えた高齢者に多い肺炎です。

【さ行】

　●在宅療養支援歯科診療所
　　　在宅等（自宅又は社会福祉施設等）において、通院困難な患者に対して、療養を歯科医療面か
　　ら支援する歯科診療所です。歯科診療所は、高齢者の口腔機能管理に関わる研修を受けた常勤の
　　歯科医師の配置、歯科衛生士の配置、在宅療養を担う保険医療機関の保険医等との連携により、
　　患者の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保されていること等の要件を満たし
　　ている必要があります。

　●歯科専門職
　　　歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士です。

　●歯科予防処置
　　　歯科医師や歯科衛生士が、う蝕や歯周病を予防するために歯に薬液を塗ったり、歯石を除去す
　　ることです。

　●歯周病（ししゅうびょう）
　　　歯の周囲の組織（歯肉や歯を支える骨、歯の根の膜など）に関わる病気の歯肉炎や歯周炎の総
　　称です。「歯周疾患」ともいいます。
　　　歯肉のみに炎症がある早期段階を「歯肉炎」といい、歯みがきなどの口腔清掃で改善します。
　　　炎症が歯肉にとどまらず周囲に広がり、歯を支えている骨まで炎症が及んで骨がやせていくこ
　　とを「歯周炎」といい、放っておくと歯の喪失につながります。

　●歯周疾患検診（ししゅうしっかんけんしん）
　　　市町村が健康増進法第 19 条の 2 に基づき実施する健康増進事業のひとつです。40 歳､50 歳､60
　　歳及び 70 歳の人を対象に問診や歯周組織検査を実施し、その結果に基づき指導しています。

　●周術期口腔管理（しゅうじゅつきこうくうかんり）
　　　手術前後に、合併症等の予防や全身状態の回復の促進を目的として行う口腔管理です。
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　●食生活改善推進員
　　　「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、地域において、食を通して生涯における健康づく
　　り活動を推進しているボランティアのことです。このボランティアの団体は、全国組織として活
　　動しており、本県では、平成 9 年 6 月に発足しています。

【た行】

　●デンタルフロス
　　　歯ブラシが届きにくい狭い歯間や隣面歯面に付着する歯垢の除去に用いられる歯間清掃用の細
　　い糸のことです。

【な行】

　●乳歯
　　　子どもの頃に生える歯のことです。生後 6 か月頃から生え始め、通常 20 本あります。

　●二次う蝕
　　　う蝕を治療した詰め物やかぶせた物のすき間から再びう蝕になることです。

【は行】

　●８０２０運動（はちまるにいまるうんどう）
　　　「80 歳になっても自分の歯を 20 歯以上保とう」という運動で、平成元年に厚生省（現：厚生労
　　働省）と日本歯科医師会が提唱して開始されました。

　●歯と口の健康週間（旧 歯の衛生週間）
　　　「歯と口の健康週間」は、厚生省（現：厚生労働省）、文部省（現：文部科学省）、日本歯科医師
　　会が昭和 33 年から実施している週間で、毎年６月４日から６月 10 日までの１週間を指します。
　　歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関す
　　る適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療等を徹底することにより歯の寿命
　　を延ばし、もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的としています。
　
　●フッ化物
　　　フッ素と他の元素の化合物で、フッ素は自然界に広く存在します。歯科領域ではう蝕の予防の
　　ため歯面塗布などに応用されています。エナメル質の強化や歯の再石灰化を促進したり、細菌の
　　活動を抑制する効果があります。

　●訪問歯科診療（ほうもんしかしんりょう）
　　　介護が必要な高齢者や通院の難しい方を対象に、歯科医師や歯科衛生士が訪問し、自宅や施設
　　で歯科治療や口腔ケアを行うことです。

【ら行】

　●ライフステージ
　　　人生を時期的に区分したそれぞれの段階のことです。
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2　笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例　

【平成 24 年 2 月 29 日公布・施行】

　歯と口腔の健康は、乳幼児期等においては健全な成長を促進するための大切な要素であり、高齢期
等においては健康な生活を送るための基礎となるほか、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防にも
つながることから、全身の健康の源である。
　このため、県においては、関係機関と連携し、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた
歯科保健に関する事業に取り組んできたところである。
　また、今後においては、少子高齢化が進む本県では、県民が生涯にわたり生き生きと暮らしていく
上で、健康な歯と口腔を保つことはますます重要になり、特に、妊娠期及び乳幼児期等の歯科保健対
策、歯周病対策並びに地域連携の推進等に重点的に取り組む必要がある。
　こうした認識の下、県民の歯と口腔の健康づくりに取り組む機運を一層醸成するとともに、人口十
万人当たりの歯科医師の数、医師の数などが全国における順位で上位を占める本県の豊富な人材を生
かし、行政や関係機関が一体となった体制を整備し、歯と口腔の健康づくりを推進するため、この条
例を制定する。

　 （目的）
第一条　この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病に関する対策をはじめとする全
　身の健康の保持増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念
　を定め、県の責務並びに歯科医師等、保健医療等業務従事者、事業者、医療保険者及び県民の役割
　を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めるこ
　とにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の
　生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

　 （定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一　歯と口腔の健康づくり　歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し、若しくは増進し、　
　　又はそれらの機能を維持し、若しくは向上させることをいう。
　二　歯科医師等　歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に
　　従事する者をいう。
　三　保健医療等業務従事者　保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の歯と口腔の健康づく
　　りに関連する分野に係る業務に従事する者をいい、歯科医師等を除く。
　四　医療保険者　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第七項に規定する医療保険者を
　　いう。

　 （基本理念）
第三条　歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければ
　ならない。
　一　県民一人一人が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むため、歯科疾患の予防に向けた取組を行
　　うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
　二　県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期におい
　　て、適切かつ効果的な検診（健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。）、保健指導、治療等の歯
　　と口腔の保健医療サービス（以下「歯科保健医療サービス」という。）を受けることができる環境
　　の整備を推進すること。
　三　保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総
　　合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

くう
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　 （県の責務）
第四条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯と口腔の健康づく
　りの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

　 （市町村との連携）
第五条　県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、歯
　科口腔保健の推進に関する法律（平成二十三年法律第九十五号）の趣旨を踏まえながら、市町村と
　の連携に努めるものとする。

　 （歯科医師等及び保健医療等業務従事者の役割）
第六条　歯科医師等は、基本理念に鑑み、保健医療等業務従事者との連携を図ることにより、良質か
　つ適切な歯科保健医療サービスを提供するとともに、県や市町村が実施する歯と口腔の健康づくり
　の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
２　保健医療等業務従事者は、基本理念に鑑み、歯科医師等との連携及び相互の連携を図りながら、
　歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

　 （事業者及び医療保険者の役割）
第七条　事業者は、基本理念に鑑み、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に係る検診及び歯科保健
　指導を受ける機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものと
　する。
２　医療保険者は、基本理念に鑑み、被保険者の歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会の確
　保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

　 （県民の役割）
第八条　県民は、歯と口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことを認識し、
　生涯にわたる自らの歯と口腔の健康づくりのために、できる限り次に掲げる事項に取り組むものと
　する。
　一　歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めること。
　二　県、市町村、歯科医師等、事業者及び医療保険者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に
　　積極的に参加するとともに、歯科医師等の支援等を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに
　　取り組むこと。

　 （基本計画）
第九条　知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯
　と口腔の健康づくりに関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。
２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　一　歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
　二　歯と口腔の健康づくりに関する目標
　三　歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
３　知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
４　前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
５　知事は、基本計画に基づいて実施する第十一条の施策の進捗状況及び関係機関の意見を踏まえて、
　おおむね五年ごとに、基本計画の見直しを行うものとする。

　 （調査）
第十条　知事は、歯と口腔の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に県民の歯科
　疾患等の調査を行うものとする。

　 （施策の実施）
第十一条　県は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
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　一　歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。
　二　県民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの促
　　進に関すること。
　三　市町村、歯科医師等、保健医療等業務従事者、事業者及び医療保険者との連携を図り、地域の
　　特性に配慮しながら、乳幼児等に係る医療費の助成制度を活用した乳幼児等に係る歯科保健医療
　　サービスその他の乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に適した歯科保健医療サービスに取
　　り組むこと。
　四　科学的根拠に基づく歯科疾患の予防対策等の支援に関すること。
　五　歯科医師等の資質の向上に関すること。
　六　歯周病予防及び糖尿病予防に対する県民の関心及び理解を深めることによる歯周病予防対策の
　　推進に関すること。
　七　障がい者、介護を必要とする高齢者、入院患者、中山間地域に居住している者、被災者その他
　　の者であって歯科医療又は定期的に歯科に係る検診を受けることが困難なものについての歯科医
　　師等及び保健医療等業務従事者との連携の強化による歯科医療又は定期的に歯科に係る検診を受
　　けることのできる体制づくりの支援に関すること。
　八　前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関し必要な施策

　 （財政上の措置等）
第十二条　県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置、　
　人材の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則
　この条例は、公布の日から施行する。
附則（平成25年条例第56号）
　この条例は、平成 26 年１月１日から施行する。
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笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 四 号 中 「 科 学 的 根 拠 」 を 「 フ ッ 化 物 応 用 そ の 他 の 科 学 的 根 拠 」 に 改 め 、 同 条

中 第 八 号 を 第 十 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 「 で あ っ て 歯 科 医 療 又 は 定 期 的 に 歯 科 に 係 る 検 診 」

を 「 で あ っ て 歯 科 保 健 及 び 歯 科 医 療 、 定 期 的 な 歯 科 に 係 る 検 診 又 は 口 腔 機 能 の 管 理 」 に 、

「 に つ い て の 」 を 「 に つ い て の 、 」 に 、 「 及 び 保 健 医 療 等 業 務 従 事 者 」 を 「 、 保 健 医 療 等

業 務 従 事 者 及 び 医 療 保 険 者 」 に 、 「 に よ る 歯 科 医 療 又 は 定 期 的 に 歯 科 に 係 る 検 診 」 を 「 に

よ る 充 実 し た 歯 科 保 健 及 び 歯 科 医 療 、 定 期 的 な 歯 科 に 係 る 検 診 並 び に 口 腔 機 能 の 管 理 」 に

改 め 、 同 号 を 同 条 第 九 号 と し 、 同 条 第 六 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

七 歯 科 と 医 科 の 各 分 野 間 の 連 携 体 制 強 化 の た め の 取 組 の 推 進 に 関 す る こ と 。

八 八 〇 二 〇 運 動 （ 八 十 歳 に な っ て も 自 分 の 歯 を 二 十 本 以 上 保 つ こ と を 目 標 に 、 歯 と 口

腔 の 健 康 づ く り を 進 め る 運 動 を い う 。 ） 及 び オ ー ラ ル フ レ イ ル 対 策 （ 心 身 の 機 能 の 低

下 に つ な が る 口 腔 機 能 の 虚 弱 な 状 態 を 早 期 に 把 握 し 、 及 び 回 復 さ せ 、 並 び に 当 該 状 態

と な る こ と を 未 然 に 防 ぐ た め の 取 組 を い う 。 ） の 推 進 に 関 す る こ と 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

歯 と 口 腔 の 健 康 は 、 健 康 な 生 活 を 送 る 基 礎 と な る ほ か 、 生 活 習 慣 病 の 予 防 に つ な が る こ

と か ら 、 全 身 的 な 疾 患 の 状 況 を 踏 ま え た 口 腔 機 能 の 維 持 及 び 回 復 を 目 指 す 取 組 等 の 歯 と 口

腔 の 健 康 づ く り に 関 す る 施 策 を 更 に 推 進 し 、 も っ て 県 民 の 生 涯 に わ た る 健 康 の 保 持 増 進 に

寄 与 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

平成30年12月27日公布・施行「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例の一部を改正する条例」



【平成 23 年 8 月 10 日公布・施行】
　 （目的）
第一条　この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果
　たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に
　極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」
　という。）の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとと
　もに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の
　推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。

　 （基本理念）
第二条　歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
　一　国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科
　　疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
　二　乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性
　　に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
　三　保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関
　　係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

　 （国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、歯科口腔保健の推
　進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を
　図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

　 （歯科医師等の責務）
第四条　歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務（以下この条
　及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事する者は、歯科口腔保健（歯の機
　能の回復によるものを含む。）に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する
　者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保
　健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

　 （国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務）
第五条　法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が
　歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

　 （国民の責務）
第六条　国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯
　科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診（健康診査及び健康診断を含
　む。第八条において同じ。）を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔
　保健に努めるものとする。

　 （歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等）
第七条　国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯に
　わたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健
　に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意
　欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

3　歯科口腔保健の推進に関する法律
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　 （定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等）
第八条　国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科
　保健指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。）
　を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。

　 （障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等）
第九条　国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科
　検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等
　又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

　 （歯科疾患の予防のための措置等）
第十条　前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行
　う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずる
　ものとする。

　 （口腔の健康に関する調査及び研究の推進等）
第十一条　国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健
　康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口
　腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるも
　のとする。

　 （歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等）
第十二条　厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合
　的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
２　前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定する基本方針、
　地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定する基本指針その他の法律の規定に
　よる方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたもので
　なければならない。
３　厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、
　関係行政機関の長に協議するものとする。
４　厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公
　表するものとする。

第十三条　都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道
　府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施
　のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。
２　前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法律の
　規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな
　ければならない。

　 （財政上の措置等）
第十四条　国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上
　の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

　 （口腔保健支援センター）
第十五条　都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができ
　る。
２　口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業
　務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。

附則
　この法律は、公布の日から施行する。
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